別表（第２条関係）
	補助事業名
	里海づくり支援事業
	

	補助事業の目的
	地域に根差した里海づくり活動の展開に向け、新たに里海づくり活動を始める団体や、これまで里海づくりを担ってきた団体で、活動の場の拡大や、他団体との連携することにより活動の輪を広げるもの支援する。
	

	補助事業の
対象となる者
	県内で里海づくり活動を行う地域団体等
	

	補助事業の
対象となる経費
	里海づくり活動に要する経費
	

	補助率
	１０／１０以内
	

	補助金の額
	予算の範囲内で上限500千円/団体
	

	適用除外する条項
	第１９条、第２２条第２項
	

	その他の事項
	
	


別に定める事項
	関係条項
	内　　　　　　　　　　　　　　　容
	

	第　３　条　　
	 （添付書類）事業実施計画書（別添様式１）
　　　　　　 団体のプロフィール（別添様式２）
	

	
	 （指定期日）別に定める日
	

	第７条　第１項
	 （軽微な経費配分の変更）

補助対象経費の各配分額のいずれか低い額の30％以内の変更
	

	
	 （軽微な事業内容の変更）

補助の目的及び補助事業の効果に影響を与えない範囲で細部を変更する場合
	

	
	 （交付決定額の変更に係る添付書類）
第３条の添付書類に準じる。
	

	
	 （指定期日）変更することが決まった後すみやかに
	

	第９条　第１項
	 （報告事項等）必要が生じた場合に別途通知する。
	

	第　11　条
	 （添付書類）事業完了報告書（別添様式３）
	

	
	 （指定期日）

事業完了後30日以内又は令和９年３月12日のいずれか早い日
	

	第19条　第１項
	 （処分制限期間）
	


